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人権 そ れ は人権 そ れ は 愛
えせ同和行為を排除しましょう
� ―埼葛えせ同和行為対策強化月間―

　本市を含む埼葛１２市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対
策強化月間」と定め、同和問題の正しい理解の妨げとなっている
「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

狂犬病予防集合注射のお知らせ狂犬病予防集合注射のお知らせ

「えせ同和行為」とは
　同和問題の解決を口実に、個人、企業、行政機関などに対して
「図書等物品購入の強要」や「寄附金・賛助金の強要」など、不
法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、
同和問題に対する誤った認識を植えつけ、新たな偏見や差別意識
を生む要因となり、同和問題解決の大きな阻害要因となる許され
ない行為です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しのぎ
の安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。終始、き然と
した態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。
同和問題（部落差別）に関する正しい理解を深めましょう
　同和問題とは、同和地区（被差別部落）に「住んでいる」ある
いは「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見により、
結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害
されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在す
る我が国固有の重大な人権問題です。埼葛１２市
町では「部落差別の解消の推進に関する法律」
を踏まえ、同和問題の正しい理解が図られるよ
う、人権教育・啓発活動を推進しています。 法務省：えせ同和行

為を排除するために

物人権・男女共同参画課☎奮８１１
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　氏� （任期　令和４年４月１日～令和８年３月３１日）

教育委員会委員の任命
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　氏� （任期　令和４年４月１日～令和８年３月３１日）

固定資産評価審査委員会委員の選任
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　氏� （任期　令和４年４月１日～令和７年３月３１日）

物監査委員事務局☎奮２９４

物教育総務課☎奮３６１

物納税課☎奮３３１

　狂犬病予防注射集合接種を実施します（雨天決行）。すべて
の犬は、年１回狂犬病予防注射を受けることが義務づけられて
います。集合注射に来られない方は、動物病院で必ず予防注射
を受けさせてください。

沸３，５００円（注射料金２，９５０円、注射済票交付手数料５５０円）新規
登録の犬は、別途３，０００円の登録料が必要。
※�つり銭のないように、用意をお願いし
ます。

※�犬の登録は、狂犬病予防集合注射の会
場または環境リサイクル課で行うこと
ができます。また、登録している犬が
死亡した場合は、環境リサイクル課へ
連絡してください。

時間
実施日 午前１０時～１１時３０分 午後１時～２時３０分

４月１４日㈭ リサイクルプラザ
南側駐車場

やしお生涯楽習館
南側駐車場

４月１５日㈮ 文化スポーツセンター
駐車場 ゆまにて駐車場

４月１８日㈪ やしお駅前公園
南側スペース（＊） やしお生涯楽習館

南側駐車場４月２５日㈪ 古新田保育所西側（＊）
４月２６日㈫ 大曽根西中央公園（＊） 資料館駐車場

（＊）の注射会場には十分な駐車スペースがありませんので、車で
の来場はご遠慮ください。

物環境リサイクル課☎奮２３５

案内案内
西袋上馬場土地区画整
理審議会委員選挙

●選挙人名簿縦覧
腹４月１４日㈭～２７日㈬（土・日曜
日を含む）午前８時３０分～午後５
時１５分
複区画整理課
物区画整理課☎奮４６２

臨時休館
●八潮メセナおよび八潮メセナ
・アネックス
腹５月３日㈷～５日㈷
物八潮メセナ☎９９８－２５００
●やしお生涯楽習館
腹５月３日㈷～５日㈷

物やしお生涯楽習館☎９９４－
１０００

東京葛西用水路、八条
用水路の通水
　田植えの準備のため、通水し
ます。幼児や児童が水路に近づ
かないよう、ご注意ください。
腹４月２６日㈫　午前９時～
物都市農業課☎奮２９９

避難所（八幡公民館）と
しての使用再開
　避難所としての使用を休止し
ていた八幡公民館は、改修工事
が完了したため、災害時の指定
避難所として使用を再開しまし
た。
　今後も平時より災害に備え、
市ホームページやハザードマッ
プなどにより、防災情報の確認

をお願いします。
物危機管理防災課☎奮３０５

新型コロナウイルス総
合相談窓口専用ダイヤ
ルの終了
　新型コロナウイルス対策課が
保健センターに移転したことに
伴い、当ダイヤルは３月３１日を
もって終了しました。
　新型コロナウイルス感染症に
ついての一般的な相談は、新型

コロナウイルス感染症県民サポ
ートセンター（☎０５７０－７８３
－７７０）または新型コロナウイ
ルス対策課へお問い合わせくだ
さい。
物新型コロナウイルス対策課☎
９９５－３３８１

新型コロナウイルス感
染症に伴う傷病手当金
の適用期間の延長
　適用期間が、令和２年１月１日
から令和４年６月３０日までの間に
延長されました。申請方法につ
いては、市ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
物国保年金課☎奮３２７

　広報やしおに掲載した、市が主催するイベントなどについて
は、新型コロナウイルス感染の防止対策を講じたうえで開催し
ます。なお、中止・変更になる場合がありますので、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した内容が聞き取
れなかった場合、再度聞き直せます（定
時放送を除く）。通話料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

コーナーコーナー

おしらせおしらせ


